
男女雇用機会均等法と育児・介護休業法が改

正されて「マタハラの防止」は事業主の義務

になりました。

どのような言動がマタハラに該当するのかを

イラストやデータを用いてわかりやすく伝え

ています。さらには具体的な防止対策につい

ても解説、職場研修に最適なＤＶＤです。

マタハラの実態を正しく理解し、働きやすい

職場環境をつくることが大切です。

解 説

三木 啓子
アトリエエム代表
産業カウンセラー

ハラスメント
女性が安心して働ける職場環境に

マタニティ

研修用ＤＶＤ「考えよう！ハラスメント」
vol.2「LGBTを知ろう」も好評発売中！

考えよう！ハラスメント  vol.1

①マタハラとは

②妊娠で降格は違法

③妊娠の報告を受けた時

④少ない女性の管理職

⑤パタニティハラスメント

⑥具体的な防止対策を
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出所 ： 2015 年厚生労働省

【日本語字幕付】
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ＤＶＤ価格／ ２万円（税別）

【公共ライブラリーでの貸出可】


